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テーマ1 外国人との不動産取引についての留意点

１．はじめに
円安の影響もあり最近外国人が東京都内のマンションを中心に不動産を購入したり、賃

借する動きが着実に増えている。外国人と不動産取引をする場合、そもそも外国人が日本
の不動産を購入できるのか。本人確認をどうするのか。重要事項説明や契約書は外国文に
翻訳したものを使用するのか。登記申請はどうするのか。ローンは使用できるのか。印鑑
はどうするのか等多くの疑問がある。本稿では、それらの疑問について検討しながら、そ
の説明をどのようにしたらよいのかを中心に解説したい。

２．外国人は不動産取引ができるのか。
外国人土地法(大正15年11月10日施行)に制限規定があるが、日本国憲法下においてこ

の法律に基づく政令は令和５年⒋月２７日に施行された「重要施設周辺及び国境離島等に
おける土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」（以下「重要土地調査法」
という。）が制定されるまでは制定されたことはなく、重要土地調査法も基地等から１キ
ロ以内と範囲が狭く、外国人の不動産取得はほぼ野放しの状態になっている。但し、一部
の地方公共団体では条例で水源地の使用、利用を制限している。

３．本人確認について
宅建業者が不動産を売却したり不動産取引（売買・賃貸）を仲介する場合には、契約当

事者が日本人であっても外国人であっても、本人の同一性や意思能力、あるいは契約権限
を確認するために、本人確認を行わなければならない。
それに加えて、不動産の売買又はその代理、媒介を行う場合は、犯罪収益移転防止法に

基づいて、従来の本人確認（本人特定事項）のほかに、取引目的や職業(法人の場合は事
業内容及び実質的な支配者の本人特定事項)の確認を行わなければならない。
以下では、犯罪収益移転防止法が適用されるケースを前提に、外国人の本人確認につい

て解説する。

○外国人に関する本人確認書類
日本国政府が発行した本人確認書類（在留カード、運転免許証等）の他にも、「日本国

政府の承認した外国政府または権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもの
で、第１号（日本の運転免許証他の本人確認書類）等に定めるものに準ずるもの（自然人
の場合は氏名・住居・生年月日の記載があるものに限る）」も認められている（規則第７
条第４号）。
各国の典型的な身分証明書は以下のものになるが、売買契約後の所有権移転登記手続に

も関係するため、詳細は司法書士や各国大使館に確認すること。
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出典：「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」（(公財)不動産流通推進センター）

○日本に住居を有する外国人の本人特定事項の確認方法
日本に住居を有する外国人の場合は、本人確認書類に該当する各種の書類が国や地方自

治体から発行される。具体的には、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード
などで、氏名・住居・生年月日を確認する。
所属する国のパスポートの場合は、他の本人確認書類や補完書類により現住居の確認が

必要となる。
住民票の写しなどを用いる場合は、それのみでは本人確認手続は完了せず、追加的措置

が必要となる。

４．準拠法
外国人や外国企業が日本国内において不動産取引を行う場合、契約に適用される法律は、

「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」という。)によって定まり(通則法第7条～第
10条)、当事者の準拠法の選択がない場合には日本法となるが(通則法第8条3項)、契約書
に適用される法律については、トラブル防止のために、契約書中に、「日本法を適用する」
旨の記載を明記するのが妥当である。
この場合、契約書の作成や重要事項説明書の作成に関する業法上の規制についても宅地

建物取引業法が適用されるので、契約書の様式や内容は日本語で書かれたものが原則とな
らざるを得ない。しかしながら、契約の当事者の外国人が全く日本語がわからない場合に
は、そもそも意思表示の合致がなく、契約は有効には成立しないので(民法第176条)、そ
の場合には、その外国人の国の言語で翻訳したものを添付し、その国の言語で説明するこ
とになる。その場合には、契約書等の翻訳文には、次の注意事項を追記しておくことが必
要である。その記載例を下記に英訳例で示しておく。

*Notice（注意）: The English version of this Contract is made for the benefit of

Seller/Purchaser. この英語版は、売主／買主の便宜のために作成したものです。The

Japanese version of this Contract is the only authentic copy, and this Contract

shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Japan.本契約
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書の日本語版が唯一の正文であり、本契約書は日本法によって規律され、解釈されます。

In the event of any inconsistency or discrepancy between the Japanese version an

d the English version, the Japanese version shall prevail.日本語版と英語版で不一

致や食い違いがある場合は、日本語版が優先します。

また、通訳を使って契約をする場合には、後日のトラブルを避けるために、あらかじめ
外国人から、当該契約書、重要事項説明書の内容について通訳をさせる旨の委任状を受領
しておく。また、当事者である当該外国人とともに、通訳人にも契約書と重要事項説明書
に署名・押印(サイン)をしてもらうのが妥当である。

参考 重要事項説明を外国語で行う法的義務は認められないとして、日本語を理解しな
い外国人買主の訴えを棄却した事例（(一財)不動産適正取引推進機構発行『RETI0』より抜粋）
【事案の概要】
平成28年10月21日、買主Xら (原告・X1は法人・不動産業、X2はX1の代表者)は、X2

の家族(両親と弟)及び通訳Cと共に、売主Y(被告:法人・不動産業)が分譲した居住用高層
マンションのモデルルームを訪れた。
その際、Yは外国語を話すことが出来ないDが担当者として対応した。Xらに対してはC

が通訳を行った。X2の家族はいずれも中国人であり、主たる言語は英語と中国語のみで、
日本語を話すことは出来なかった。CはX2の母の会社の社長アシスタント(日本人)として、
必要に応じて、日本語と英語との通訳を務める人物であった。
平成28年11月4日、X1とYは、本件建物の1507号室を購入する売買契約を締結し、 X1

は手付金2190万円をYに支払った。さらに後日、X1とX2は、本件建物の1506号室も共同
購入する売買契約を締結し、手付金2190万円(X1・X2の折半)をYに支払った。そして、
この2件の契約(本件契約)のいずれにおいても、XらはX2の家族のほか、Cが通訳のため
に同席し、YはDが担当者として対応し、 DはXらに対して重要事項説明をCの通訳を介
して行った。
平成30年2月2日、Xらは、機械式駐車場利用の抽選は落選していたが、本件建物(1506

号室と1507号室)の竣工後の内覧会に赴いた。
その後、Yは、平成30年4月27日の引渡日までに売買残代金の支払が無かったことから、

Xらに対して本件契約の解除の意思表示を行い、手付金を違約金として没収する旨を通知
した。
これを受けて、Xらは、①Dは、駐車場が確実に確保されると説明した、②X2らの家族

は、いずれも日本語を話すことができないが、売買契約書や重説についても英文の書式を
用意せず、通訳もCに一任していた、③重説は、締結しようとする契約の内容を正確に理
解させるために要求される義務であり、日本語を理解しない外国人は日本語で説明するだ
けで契約内容を理解することができない以上、説明としては不十分であり、Dが情報提供
義務に違反したことは明らかである等として、Yに対し、債務不履行による損害賠償(手
付金相当額のX1:3285万円、X2:1095万円)、及びDの不適切な説明や不誠実な対応により
精神的な苦痛を受けた等と主張して、不法行為による慰謝料100万円を請求した。
これに対し、Yは、①駐車場は一般抽選で利用の可否が決まるものと説明した、②原則
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的に外国人顧客に対しても外国語の契約書や重説の用意はしていない、③外国人に対する
重説について、外国語で実施することは法令上要求されておらず、日本語で行えば足りる、
④顧客側で通訳を用意していた場合は、当該通訳の正確性を判断することは困難である以
上、このような通訳を介して行われた重説が何ら不適切とされる理由はない等と主張した。

【裁判所は、買主Xらの請求を全て棄却した。】
Xらは、Dによる、駐車場が確実に確保されるとの説明をしなかったことがXらに対す

る情報提供義務違反となる旨主張するが、DがXらに駐車場が確保される旨を説明した事
実を認めることができない。
また、Xらは、X2が日本語を理解できないことをDも把握していたにもかかわらず、英

文の売買契約書や重説や通訳を用意せず、Cの通訳に頼つていたところ、このような説明
では重説義務の趣旨に合致しない旨から、情報提供義務に違反した旨主張する。
しかしながら、買主が外国人である場合に、日本語を理解できず自ら通訳を同行して重

説を受ける事態も生じ得るところ、宅建業者においては、当該通訳の資質や翻訳内容の正
確性、さらには通訳内容が買主に理解できる説明がされているか否かを判断することは困
難であるといわざるを得ない。そうすると、重説を受ける買主においては、その手段の選
択やその選択結果としての通訳の正確性等に関して、その危険については自ら引き受ける
べきものと解するのが相当である。その上で、宅建業法においては、日本語を理解しない
外国人に対して重説を外国語で行うべきことまでは規定されておらず、これが法的義務で
あると解することもできない。
以上によれば、本件においてはDがCの通訳を通じてXらに重説を行った以上、重説の

内容や程度を充足しているものと認められ、情報提供として欠けるところはなく、何ら説
明義務違反を認めることはできない。そして、この認定判断を覆すに足りる事情は認めら
れない。したがって、Xらの情報提供違反による債務不履行に係る主張は理由がない。
また、X2は、Yの対応が不誠実であるなどとして不法行為が成立すると主張し、慰謝料等
の支払を求めるが、Dの対応について何ら不法行為が成立するものと認めることはできな
い。

５．ローン
原則として、「永住許可」を受けた者でないかぎり、ローンは使用できない。したがっ

て、いわゆる即金取引になるが、国によって異なる現金の持ち出し制限があり、日本国に
も持ち込み制限があるので留意が必要である。

６．登記手続き
登記の申請は、日本の不動産登記法に基づいて行われる(通則法第10条4項)。必要な書

類は、日本に居住しているかどうかで変わることになる。委任する司法書士によって求め
るものに違いがあるようであり、詳しくは、依頼する司法書士に対してあらかじめ問い合
わせることとして、必要書類等のあらましは次のとおりとなる。
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本人確認 外国人住 印鑑証明 印 鑑 権利証又は 会社登記簿 身分証明 宣誓供述
必要な のための 民票写し 書 ※１ 登記識別情 謄本と資格 書（パス 書（住所
もの 在留カー （発行後 報通知書 証明書 ポ ー ト を証する

ド ３ヶ月以 等）※３ 書面）
内）又は ※４
それに代

契約主体 わるもの
※２

日本に在住 不要。但 認印可。
する個人買 ◯ ◯ し、ロー ローンあ ◯
主 （日本 ンありの りの場合
で、Worki 場合印鑑 は実印。
ng v i s aと 証明書必
称される在 要。
留資格があ
る者、また
永住者や日
本人の配偶
者などの在
留資格があ
る者）
日本に在住 印鑑証明
する個人売 書 (登記
主 ◯ 令第16条 実印 ◯

第2項)
法 人 買 主 不要。但 ローンあ 会社代表
（日本に営 し、ロー りの場合 者のもの
業所または ンありの 会社実印 ◯ ◯
子会社があ 場合印鑑 必要
る場合） 証明書必

要
法 人 売 主 印鑑証明 会社代表
（日本に営 書 (登記 者のもの
業所または 令第16条 会社実印 ◯ ◯ ◯
子会社があ 第2項)
る場合） ○
日本に住
所がない個 認印可 ◯ ◯
人買主
日本に住所 印鑑証明
のない個人 にかわる 実印 ◯ ◯
売主 もの

◯
法 人 買 主 会社代表
（日本に営 者のもの
業所または ◯ 会社実印 ◯ ◯
子会社がな
い場合）
法人売主 印鑑証明
（日本に営 にかわる
業所または もの 会社実印 ○ ◯
子会社がな ◯
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い場合）

※１ 日本在住の外国人の場合、印鑑登録証明書が必要である（不動産登記令第１６条第
２項）。外国人でも印鑑登録証明書を取得できるので、印鑑登録をしていない場合な
らば印鑑登録をしてもらい、印鑑登録証明書を提出することになる。

※２ 印鑑登録証明書に代えて、委任状の署名が本人のものである旨の外国の官憲（在日
公館、本国の官公署等）の署名証明書を提出することになる（昭和34年１１月２４
日民事甲2542号）。また、所属国駐在の日本の大使館等で取得した署名証明書でも可
としている（昭和59年８月６日民事甲3992号）。通常、登記の委任状に本人が署名し、
その署名が本人に相違ない旨の証明を居住国の公証人に認証してもらうか、署名が本
人に相違ない旨の証明と署名済の委任状との照合により提出するかどちらかになる。

【参考】
○司法書士の依頼者等の本人確認等に関する規程基準
この規程は、○○司法書士会会則第９１条の２に定める依頼者及びその代理人等の本人

であることの確認等並びに記録の作成、保存等について必要な事項を定め、もって司法書
士法上の職責ならびに会則上の規定に基づく本人確認等の適正な実施を図る。
（本人確認等の対象）
第１条 本人確認及び意思確認すべき対象者は、以下のとおりとする。
(1) 本人確認の対象者は、依頼者及びその代理人等とする。ただし、依頼者が国、地方公
共団体、人格のない社団又は財団及びこれらに準ずるものの場合は、その代理人等を依頼
者とみなす。
(2) 意思確認の対象者は、依頼者（前号の規定により依頼者とみなされた代理人等を含
む。）又はその代理人等であって依頼内容に係る事務について代表権若しくは代理権を有
する者その他これに準ずる者とする。
ただし、当該対象者が代理人等（法定代理人又は法人の代表者を除く。）である場合に

おいて、当該代理人等の言動、受領した書類等の内容から、依頼者（法定代理人又は法人
の代表者を含む。）の意思を疑うに足りる事情があるときは、依頼者の意思確認をしなけ
ればならない。
（本人確認の方法）
第２条 本人確認は、次の方法による。
(1) 自然人である依頼者等の本人確認
ア 依頼者及びその代理人等と面談し、第５条第１項に定める本人確認書類の提示を受け
る方法

イ 上記アの面談方法によらない合理的理由がある場合には、第５条第１項に定める本人
確認書類又はその写しの送付を受けて当該書類の写しを第４条に定める記録に添付する
とともに、当該確認書類に記載された住所に宛て、当該依頼者等に対し、転送不要扱い
の書留郵便（簡易書留郵便含む。）等により文書送付を行い確認する方法、その他司法
書士の職責に照らし適切と認められる方法

(2) 法人である依頼者の本人確認
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ア 法人の代理人等と面談し、当該法人の登記事項証明書又は印鑑証明書の提示を受ける
方法

イ 上記アの面談方法によらない合理的理由がある場合には、法人の代理人等から当該法
人の登記事項証明書若しくは印鑑明書又はその写しの送付を受けて、当該書類の写しを
第４条に定める記録に添付するとともに、当該確認書類に記載された本店、主たる事務
所又は支店等に宛て、転送不要扱いの書留郵便（簡易書留郵便含む。）等により文書送
付を行い確認する方法、その他司法書士の職責に照らし適切と認められる方法

２ 前項の規定にかかわらず、既に本人確認記録のある依頼者等の本人確認については、
当該本人確認記録に記録されている依頼者等と同一であることを確認する方法で足りる。
３ 前項の確認方法は、依頼者等と同一であることを確認できる書類の提示あるいは送付
を受けるか又は同一であることを示す事項の申告を受ける方法とする。ただし、依頼者又
はその代理人等と面識がある場合はこの限りでない。
（意思確認の方法）
第３条 意思確認は、 次の方法による。
(1) 事務の依頼を受けるにあたり、自然人たる依頼者又はその代理人等に対し面談をする
方法

(2) 前号の規定にかかわらず、上記(1)の面談方法によらない合理的理由がある場合には、
依頼者等の本人確認書類の原本又は写しを取得するとともに依頼者等に対し電話をし、
本人固有の情報を聴取するなどして本人であることの確認を行った上で確認を行う方
法、その他これに準ずる方法であって、司法書士の職責に照らし適切と認められる方法

２ 法人の意思確認の対象者が、当該法人を代表する権限を有しない代理人等である場合
は、当該法人の代表権限を有する者が作成した依頼の内容及び意思を証する書面を取得
しなければならない。

（本人確認等の記録）
第４条 本人であることの確認及び依頼された事務内容に関する記録の記録事項は次のと
おりとする。
(1) 本人であることの確認に関する記録
ア 本人確認及び意思確認を行った者の氏名
イ 記録を作成した者の氏名
ウ 依頼者又はその代理人等の氏名、住所及び生年月日（法人の場合は、名称又は商号及
び主たる事務所又は本店の所在地）

エ 確認を行った依頼事務
オ 確認を行った方法
カ 代理人等の場合は、依頼者との関係
キ 本人確認書類の名称及びその特定事項
ク 確認を行った日及び場所
(2) 依頼された事務の内容に関する記録
ア 意思確認の相手方の氏名
イ 依頼を受けた事務の内容
ウ 確認を行った日及び場所
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エ 確認を行った方法
オ 手続等の代理、 代行を行った日及び手続等が終了した日
２ 依頼が特定取引（犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１ ９年法律第２２
号）第４条第１項に定める特定取引をいう。）に該当する場合は、前項第１号の記録事項
に加え、次のアからウの事項を記録する。
また、その依頼に基づいて行った事務が特定業務（同法第４条第１項に定める特定業務

をいう。）に該当する場合には、前項第２号の記録事項に加え、次のエ、オの事項を記録
しなければならない。
ア 本人確認書類の提示を受けた日時、送付を受けた場合はその日付
イ 依頼者等へ文書送付をした場合は、その方法及び日付
ウ 依頼者が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いるときは当該名義とその理由
エ 代理等に係る財産の価額
オ 財産移転を伴う代理等の場合は、移転先及び移転元の住所、氏名（法人の場合は、名
称及び主たる事務所又は本店の所在地）

３ 第１項第１号の記録事項のうち、本人確認書類の写しを添付した場合は、当該確認書
類により確認できる事項については記録しないことができる。
４ 既に依頼者等の本人確認記録がある場合は、第１項第２号、第２項エ、オ及び保存し
ている本人確認記録を検索するための事項を記録すれば足りる。
５ 前項の記録は、既存の記録とともに、新たに依頼された事務の内容に関する記録の事
務終了の日から１０年間保存しなければならない。
６ 本条の記録は、検索可能としなければならない。
（自然人の本人確認書類）
第５条 本人確認書類は、次の各号のいずれかとする。ただし、官公庁が発行する証明書
で有効期間又は有効期限のある書類にあっては提示を受ける日において有効なもの、その
他の書類にあっては発行のときから３か月以内のものに限る。
(1) 官公庁の発行する次の公的証明書
ア 運転免許証
イ 住民基本台帳カード(顔写真付)
ウ 旅券
エ その他顔写真付きで氏名、 住所、 生年月日の記載のある公的証明書
(2) 前号以外の官公庁の発行する公的証明書
ア 国民健康保険証
イ 介護保険証
ウ 国民年金手帳
エ 身体障害者手帳
オ 精神障害者保健福祉手帳
カ 療育手帳
キ 外国人登録証明書
ク 上記の書類に準ずるもので、氏名、住所、生年月日の記載のある公的証明書
(3) 依頼者が作成した委任状に押印した印鑑にかかる発行日から３か月以内の印鑑登録
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証明書
２ 依頼された事務が、 特定取引以外のものである場合は、司法書士の職責に照らし信頼
にたる機関が発行した身分証明書その他の身許証明書を本人確認書類とすることができ
る。
（受託拒否）
第６条 依頼者等が、 依頼者及びその代理人等の本人であることの確認ならびに依頼の
内容及び意思の確認に協力しない場合は、それを正当理由として事件受託を拒否すること
ができる。
（記録の適正管理）
第７条 この規程に定める記録の保存に関しては、司法書士法における守秘義務ならびに
個人情報保護法等の規定に十分配慮し、適正に管理しなければならない。
（規程の改廃）
第８条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
（施行期日）
１ この規程は、平成 年 月 日改正の会則認可の日から施行する。
※４ 宣誓供述書

居住国所属の公証人の認証による宣誓供述書をもって住所を証する書面とすること
が可能である。また国によっては在日の大使館で認証を行うができる。宣誓供述書の
内容は、住所・氏名・生年月日・性別は最低限必要。日本に来日した際に、在日当該
外国大使館領事部の認証業務を行っている場所で宣誓供述書の作成を行うことが可
能。
なお、やむを得ない事情（本国及び居住国のいずれも公証制度がない、登記名義人

となる者が疾病、障害等により本国及び居住国のいずれにも帰国できないといった事
情）から、本国又は居住国の公証人の認証したものを取得することができないときは、
日本の公証人の認証したものによることも認められます（詳細は法務省民二第１５９６
号令和５年１２月１５日通達第１の２参照）。
この通達による取扱いは、令和６年４月１日以後にされる登記の申請について実施す

るものとします。

参考
令和６年⒋月１日施行の不動産登記法の改正により、外国に住所を有する登記名義人の

所在を把握するための方策が導入された。

国内における連絡先となる者の登記
所有権の登記の登記事項に関し、次のような規定が設けられた。
所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者

の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定め
るものが登記事項とされた（注１）（注２）。
（注１）連絡先として第三者の氏名又は名称及び住所を登記する場合には、当該第三者の



- 11 -

承諾があること、また、その第三者は国内に住所を有するものであることが要件と
されている。

（注２）連絡先となる者の氏名又は名称及び住所等の登記事項に変更があった場合には、
所有権の登記名義人のほか、連絡先として第三者が登記されている場合にはその第
三者が単独で変更の登記の申請をすることができるものとされた。

７．不動産取得後の届出
外為法上、海外居住の外国人の場合、不動産取得後20日以内に日本銀行を経て財務省

に事後報告が必要となる。対価が少額でもこの報告は必要とされている。

８．不動産取得に際しての課税
①売買契約書に貼付される印紙税、②所有者変更の登録料としての登録免許税、③不動

産取得税、④固定資産税・都市計画税が課税され、⑤賃貸等の収益物件を購入した場合に
は、毎年確定申告が必要となる。
③から⑤については納税管理人を選任する必要がある。納税管理人とは、日本国内に住

所，居所，事務所等を有しない(または有しないこととなる)納税者(個人または法人)が，
納税申告書の提出，還付金の受領その他の国税に関する事務を処理する必要があるときに
選任しなければならないとされている代理人をいう(国税通則法117条)。納税管理人は日
本国内に住所または居所を有していなければならないとされ、納税管理人がその委任され
た事務の範囲内で行った行為の効力は直接納税者に帰属することになる。

【非居住者による不動産売却で源泉徴収税】
なお、非居住者または外国法人が日本国内に所有する不動産を売却する場合、所得税

の申告漏れを防ぐために、その不動産を購入し代金を支払う者が、所得税の源泉徴収相当
額を税務署に支払う義務がある。
つまり、日本に居住していない外国人（非居住者）が日本の不動産を売却する際、源泉

徴収分があるため購入者から100％の売買代金を受け取ることができない場合があるので
注意が必要となる。

非居住者とは？
原則として日本国内に住所がなく、かつ現在まで引き続いて１年以上日本国内に居所
がない人のことをいう。海外に１年以上の長期転勤中の日本人もこれにあてはまる。

外国法人とは？
日本国内に支店を有するかどうかに関らず、国内に本店や主たる事務所を有しない法

人をいう。

非居住者による不動産売却で源泉徴収が必要となる場合
非居住者または外国人法人から不動産を購入する場合、購入者は個人、法人にかかわら

ず源泉徴収の義務があるが、下記の条件を満たす場合は、源泉徴収を行う必要はない。
● 不動産の譲渡対価（売買代金）が１億円以下
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● 購入者が個人で、その不動産を「自己または親族の居住用」に供すること
この制度の源泉徴収税（所得税及び復興特別所得税）の税率は、譲渡対価（売買代金）

の10.21％相当額である。
具体的には、不動産の購入者は、売買代金を支払う際に、その金額の89.79％相当額を

非居住者（売主）に支払い、10.21％相当額を源泉徴収税として、その不動産の譲渡対価
（売買代金）を支払った月の翌月10日までに銀行や郵便局などで納付する。
不動産を売却した非居住者または外国法人は、2月16日から3月15日までの1か月間の間

に、確定申告をすることにより、源泉徴収された金額の精算をすることができる。

非居住者に対する購入者の源泉徴収義務に関する宅建業者の対応
買主がこの源泉徴収義務を認識しないまま売主に代金全額を支払ってしまい、その後に

税務署への二重払いを強いられたにもかかわらず、売主からその返還を受けられずに深刻
なトラブルとなり、売買を仲介した宅建業者もこれに巻き込まれることがある。
宅建業者はこの源泉徴収義務について説明義務を負わないとする裁判例はあるが（東京

地裁平成２２年１０月１８日判決）、宅建業者が外国人を売主とする売買に関与する場合
には、この源泉徴収の問題を常に意識して当事者に注意喚起することが望まれる。

【参考特約例】
１．売主及び買主は、売主が所得税法に定める非居住者（または外国法人）に該当
することから、所得税法及び復興財源確保法に基づき、標記の売買代金（ただし、
建物にかかる消費税等相当額を除いた金額。以下同じ。）の10.21％相当額である
金○○○，○○○円を、買主が売買代金から源泉徴収することを確認する。

２．買主は、標記の手付金から源泉徴収額金○○，○○○円を、標記の第１回中間
金から源泉徴収額金○○○，○○○円を、標記の残代金から源泉徴収額金○○○，
○○○円を、それぞれ控除して売主に支払う。

３．買主は、前項により源泉徴収した金員を、所得税法等所定の期日までに税務署
に申告納付する。
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９．賃貸借の問題

(１) 外国人を理由とした賃貸借契約締結拒否
合理的な理由のない外国人への賃貸拒否については、訴訟に発展し損害賠償を命じた事

例もある。
例えば、契約交渉が相当程度進み、借主が契約の成立を確実なものと期待する段階に至

ったところで、在日韓国人であることを理由に家主が賃貸マンションの入居を断るという
事案で、入居拒否に何ら合理的理由がないものとして、家主に対し26万7千円の損害賠償
等の支払いを命じた事例（大阪地判平成5年6月18日判時1468・122頁）や、インド国籍を
有する者が賃貸住宅を探す目的で宅建業者へ電話したところ、業者の従業員から「肌の色
は普通の色か」「普通の色とは日本人の肌のような色」といった発言されたことを「肌の
色を問い質したことは原告の人格的利益を毀損するものである」として、50万円の損害
賠償請求を認めた事例（さいたま地判15年1月14日さいたま地裁判決D1-Law.com判例体
系）、そして、賃貸借契約の借主となる会社が、日本国籍のない従業員を入居予定者とす
る賃貸借契約書及び必要書類を提出したが、最終審査の段階において、賃貸人が賃貸借契
約の締結を拒絶した事案において、合理的な理由がないにもかかわらず契約の締結を拒ん
だものであるとして賃貸人の損害賠償責任の一部110万円を認容した事例（京都地裁平成
19年10月２日ホームページ下級裁主要判決情報）等がある。
東京都では、東京都住宅基本条例15条第1項で「都は、高齢者、障害者、子育てをして

いる世帯等の民間住宅における居住の安定の確保を図るため、民間賃貸住宅への円滑な入
居の促進、高齢者等が利用しやすい構造を備えた民間住宅の整備の促進、適切な規模の民
間賃貸住宅の供給の促進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする」。第2項で「都
は、前項の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に当たっては、年齢、障害、国籍等の理由
により入居の機会が制約されることがないよう、賃貸人その他の関係者に対する啓発に努
めるものとする。」と定め、宅建業者の研修などを通じて啓発活動を実施している。
また、日本国は、「難民の地位に関する条約」、「人種差別撤廃条約」を批准しているこ

とも留意すべきである。

(２)外国人の民間賃貸住宅への円滑な入居についての国の支援
国土交通省では、外国人の民間賃貸住宅への円滑な入居を目的として、賃貸人、仲介業

者・管理会社のための実務対応マニュアル「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライ
ン」を作成し公表している。このマニュアルには日本で賃貸住宅を探す外国人との応対方
法や留意事項に加え、日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の６カ
国語で作成するとともに、「入居申込書」、「重要事項説明書」、「賃貸住宅標準契約書」、「定
期賃貸住宅標準契約書」等の見本を掲載している。また、外国人向けに、部屋の探し方、
契約の手続き、入居後の注意点など日本で部屋探しをして生活をする上で必要な基礎知識
や役立つ情報が書かれており、日本の賃貸借契約には、諸外国とは異なる独特の仕組みが
あることも書かれている。
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会においても「部屋を借りる人のためのガイ

ドブック」を英語、中国語、韓国語、ベトナム語に翻訳して公表している。
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(３)外国人が賃料を滞納した場合の手続
日本国内に所在する物件については、賃借人が外国籍であっても、賃借人が理解できる

言語で内容証明郵便を記載する必要はなく、日本語で送付すれば足りる（そもそも、日本

語以外で内容証明郵便を送付することはできない。内国郵便約款121条）。

もっとも、実務上、日本語で書かれていたので内容を理解できなかったという弁解をさ

せないようにするため、日本語の正文とは別途、賃借人の分かる外国語で記載した通知文

を送付することもある。

内国郵便約款
（内容証明の取扱いをする郵便物）
第121条 内容証明の取扱いは、仮名、漢字及び数字のみを記載した文書１通のみを
内容とする郵便物につき、これをします。
２ 前項の文書には、英字（固有名詞に限ります。）及び括弧、句点その他一般に記
号として使用されるもの（以下「英字等」といいます。）を記載することができます。
３ 内容証明郵便物は、一般書留としていただきます。

【解除通知・日本語版】

通 知 書

東京都新宿区・・・

被通知人 鈴木次郎 殿

東京都豊島区・・・

通知人 山田太郎

前略、現在、通知人は貴殿に対し、貴殿肩書住所地建物（以下「本件建物」と

いいます。）を、賃料月額8万5000円（共益費込み。毎月末日限り翌月分支払）

で賃貸しております（以下「本件賃貸借契約」といいます。）。

しかし、貴殿は、平成28年10月分から平成29年2月分までの家賃合計金42万500

0円を支払っておりません。

つきましては、通知人は、貴殿に対し、本書をもって、本書到達後5日以内に、

上記滞納賃料合計金42万5000円を、後記記載の送金先口座に振り込んで支払うよ

う求めます。

万一、上記期間内にお支払いいただけなかった場合は、あらためて契約解除の

通知をすることなく、上記期間の経過をもって、貴殿との本件賃貸借契約を解除

するとともに、法的措置をとることを通知します。

（送金先口座）

○○銀行 △△支店

普通預金口座 口座番号 123456789

名義 山田 太郎

平成29年2月10日
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以上

【解除通知・英語版】

Notice of Rent Arrears

Jiro Suzuki

○○○ Shinjyuku-ku, Tokyo (LEASED PREMISES)

10 February 2017

Dear Jiro Suzuki,

I have been leasing the above-mentioned Premises to you, on the condit

ion that the rent is eighty-five thousand yen (\85,000) per month (inclu

ding the Maintenance Fee, and the rent for the next month is to be paid

by the end of every month).

However, you failed to pay the rent from October 2016 to February 2017

and your rent is behind by four hundred and twenty-five thousand yen (\

425,000).
Therefore, you need to pay the amount past due in full (four hundred a

nd twenty-five thousand yen (\425,000)) within five (5) days from the da

y of the receipt of this notice, by making remittance to the bank accoun

t set forth below.

If you do not make this payment in the aforementioned period, I will

terminate this lease contract without issuing another notice, and take

further actions to the court.

(Bank Account)

○○ Bank △△ Branch

Account Number: savings account(普通) 123456789

Account Name: Taro Yamada(山田 太郎)

Yours sincerely,

Taro Yamada

○○○ Toshima-ku, Tokyo

【解除通知・北京語版】

通知书
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东京都新宿区○○

被通知人 铃木 次郎

东京都丰岛区○○

发通知人 山田 太郎

现在，发通知人把您居住的房屋，以每月租金八万五千日元(含共同利益费。每月

末预支下月租金)为条件租借给您。

但是，您没有按期支付从平成二十八年（2016年）十月到平成二十九年（2017年）

二月的租金，共计四十二万五千（425，000）日元。

因此，特发此通知，要求您在收到本通知即日起，五天以内，把上述共计四十二万

五千日元的拖欠租金，汇入下面的账户。

如果超过期限还没有收到您的汇款的话，与您的房屋租借合同将自动解除。关于房

屋租借合同的解除将不再另行通知。同时，会诉诸于司法机关，通过法律手段解决

此事。

银行账户

○○ 银行 △△支行（分行）

口座番号（账号）123456789

平成二十九年（2017）二月十号

(４) 賃借人が自国に戻ってしまった場合の法的手続

賃借人が既に日本を出国している場合は、本国での住所が判明しているか否かで手続が

区別される。

(１)住所が判明している場合

訴状を現地にいる被告に送達しなければならない。具体的には、事件が係属する裁判所

から、原則として、我が国の最高裁判所、外務省、領事館を経由し、外国の当局から被告

に訴状が送達される。

手続に要する期間は国によって異なるが、アメリカや中国といった主要国でも半年ない

しそれ以上の期間を要する。また、翻訳文の添付や、翻訳者の証明書等の添付も必要とな

る。

(２) 転居先の住所が判明していない場合や、外国政府の協力が得られない場合

これらの場合は送達ができないので、公示送達によることになる。但し、公示送達の手

続は簡単ではない。

弁護士照会等により出入国記録を取り寄せ、被告が日本にいないことを確認した上で、

被告の国籍国における住所を調査し、書類を郵送する。郵送が奏功しなければ、被告が所

在不明ということになり、公示送達が認められる（但し、これはあくまでも典型的な事例
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についての流れであり、個々の事案によって、必要な書類や手続に違いが生ずるので注意

が必要である）。
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